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【 検査 】 

 

７４１ 外来における消化管内視鏡検査等に伴う鎮静後のフルマゼニル注射

液の算定について 
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○ 取扱い 

 

外来における消化管内視鏡検査等に伴うベンゾジアゼピン系薬剤による鎮

静後のフルマゼニル注射液（アネキセート注射液等）の算定については、原則

として認められる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

 外来における消化管内視鏡検査等に対してベンゾジアゼピン系薬剤による

鎮静を行った場合、検査終了後ベンゾジアゼピン系薬剤の解除及び呼吸抑制

の改善のため患者の安全性を考慮してフルマゼニル注射液（アネキセート注

射液等）を投与することは医学的に妥当である。 

 以上のことから、外来における消化管内視鏡検査等に伴うベンゾジアゼピ

ン系薬剤による鎮静後のフルマゼニル注射液（アネキセート注射液等）の算

定については、原則として認められると判断した。 

 

  


